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令和６年度予算編成方針について 

 

１ 経済状況と国の動向 

内閣府が公表した８月の月例経済報告によれば、「景気は、緩やかに持

ち直している。」とされ、先行きについては、「雇用・所得環境が改善す

る下で、緩やかな回復が続くことが期待されるが、世界的な金融引締め

に伴う影響や海外景気の下振れ、物価上昇、金融資本市場の影響に十分

注意する必要がある。」とされている。 

このような状況の下、国は、「経済財政運営と改革の基本方針２０２３」

において、当面は、物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策及

び物価・賃金・生活対策本部で取りまとめたエネルギー・食料品等に関

する追加策を迅速かつ着実な執行に全力を尽くしつつ、人への投資の抜

本強化、労働移動の円滑化、労務費も含めた価格転嫁対策の強化により

構造的賃上げの実現に取り組むとともに、重点分野への官民連携投資を

実行することにより、潜在成長率の引き上げを図るとしており、こうし

た国の動向を注視していく必要がある。 

 

２ 那須町の財政状況と今後の見通し 

  令和４年度の決算は、歳入では、課税客体の増により固定資産税及び

観光客の回復により入湯税等が増加したものの、子育て世帯への臨時特

別給付金給付事業費補助金等の国庫支出金や臨時財政対策債等の町債の

減等により、前年度比９億８，５１５万円の減となった。歳出は、民生

費において、子育て世帯への臨時特別給付金事業費等の減、衛生費にお

いて、共同一般廃棄物最終処分場負担金等が減となり、前年度比１１億

８，０８８万円の減となった。また、将来負担比率は、町債発行額の減

や充当可能基金の増により、１２．２％と前年度に比べて１６.２ポイン

ト低下（改善）したものの、財政の弾力性を示す経常収支比率は、９０．

４％で、普通交付税及び臨時財政対策債が減少したこと等の影響により

前年度に比べて６．８ポイント上昇（悪化）し、財政構造が硬直化して

いる。 

  町債借入残高は、臨時財政対策債の発行抑制等により減少し、財政調

整基金は、取り崩し額を超える前年度繰越金等の積み立てにより増加し
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たものの、今後も地域経済の低迷等により町税の大幅な回復が見込めな

い中、既存の事務事業と超高齢化に伴う社会保障費の自然増に加え、地

域活性化対策や、防災・減災対策、公共施設等の老朽化対策経費など避

けることのできない財政需要の増加が見込まれるほか、物価高騰対策も

含め経常的経費の増加に留意する必要があるため、大変厳しい状況が続

くものと想定される。 

 

３ 令和６年度予算編成方針 

令和６年度の予算編成に当たっては、町制施行７０周年の節目として、

基本構想に掲げる那須町の将来像「みどり輝き活気と笑顔あふれるまち 

ふるさと那須」の実現に向け、「第７次那須町振興計画」に掲げる施策の

着実な進展を図るとともに、社会の動向や行政ニーズの変化を的確に捉

え、将来的な町民の利益を見据えたうえで、新たな政策課題に積極的に

取り組むこと。 

一方で、今後も大変厳しい財政状況が続くことが見込まれるため、「那

須町行財政改革推進プラン２０２１」に基づき、効率的な行政運営と効

果的な行財政改革を推進するほか、社会情勢の大きな変化の中で、職員

一人ひとりが本町を取り巻く現状を理解した上で、すべての事務事業の

成果や課題を検証し、廃止・休止、統合・リニューアルなど積極的な見

直しを進め、優先課題に必要な予算措置を講ずることにより、メリハリ

の効いた予算編成とする。 

 

（１）各事業予算は、現行制度に基づき見込んだ通年予算とする。なお、

補正予算は、原則として制度改正など必要最小限とすること。 

（２）一般財源総額は、前年度未満を目標とする。なお、財源に限りが

あることから、真に必要な事業に重点配分するため、事業の優先順位

付けを必ず行うこと。 

（３）すべての事務事業について、事務事業評価における評価結果を踏

まえ、改善を図ること。 

（４）新規事業や拡充事業については、スクラップ・アンド・ビルドを

原則とし、既存事業の廃止・縮小等を行うか、または、必ず財源を確

保したうえで要求すること。 
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（５）義務的経費は必要最小限の経費を見込むこととし、職員人件費及

び扶助費は、前年度当初予算以内を目標とする。その他経費における

一般財源（臨時的経費を除く。）については、各課・局において５％以

上の削減を図ること。 

（６）会計年度任用職員費は、人件費抑制の観点から、業務内容等の見

直しを行い、新たな配置を抑制し、必要最小限の人数により要求する

こと。 

（７）イベントや委託業務については、目的や効果を再検証し、積極的

に見直しを図ること。特にイベントについては、開催の意義とその成

果を考え、統合、廃止等を検討すること。 

（８）補助金等については、「那須町補助金に関するガイドライン」に基

づき、効果検証・評価を行い、抑制・改善を図ること。 

（９）投資的経費の総額は、10 億円未満を目標とする。なお、公共施設

等の整備については、「公共施設等総合管理計画」等に基づき、長期的

な視点をもって、効率的な更新・長寿命化に努めること。 

（10）補助事業等については、国、県の動向を的確に把握し、十分な事

前協議を踏まえ、補助金等の確保や制度改正への対応などに遺漏のな

いよう対処すること。また、地方創生に係る交付金や各省庁による公

募事業等を積極的に活用すること。 

（11）特定財源が無くなる事業については、原則、廃止とする。ただし、

単独事業として継続する必要がある場合は、他事業の廃止など、財源

を確保すること。 

（12）決算監査意見書における指摘事項等については、その趣旨を踏ま

え、改善に向けた対策を行うこと。 

（13）原油価格・物価高騰に伴う歳出増加については、増加率等を適切

に見込み、他経費の節減等により財源の確保に努めること。 

（14）特別会計及び公営企業会計についても、一般会計に準じて厳しく

節減に努めるとともに、安易に一般会計からの繰入金に依存しないよ

う、効率的な運用に努めること。 


